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2024 年 1 ⽉ 
 

2024（令和 6）年度 税制改正⼤綱決定 
 
 

≪本年度の税制改正⼤綱について≫ 
◆ この度、政府は 2024 年度 税制改正の関連法案を閣議決定しました（2023.12.22）。 
◆ 本年度の税制改正は、賃⾦上昇が物価⾼に追いついていない国⺠の負担を緩和し、物価上昇を⼗分

に超える持続的な賃上げが⾏われる経済の実現を⽬指し、次の三点に主眼が置かれています。 
① 所得税・個⼈住⺠税の定額減税の実施や、賃上げ促進税制の強化等を⾏う 
② 資本蓄積の推進や⽣産性の向上により、供給⼒を強化するため、戦略分野国内⽣産促進税制やイノ

ベーションボックス税制を創設し、スタートアップ・エコシステムの抜本的強化のための措置を講
ずる 

③ グローバル化を踏まえてプラットフォーム課税の導⼊等を⾏うとともに、地域経済や中堅・中⼩企
業の活性化等の観点から、事業承継税制の特例措置に係る計画提出期限の延⻑や外形標準課税の適
⽤対象法⼈の⾒直し等を⾏う 

 
 
◆ 主な改正ポイントは以下のとおりです。 
 
 
■ 個⼈所得課税 

 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 所得税・個⼈住⺠税の定額減税 
・令和６年分の所得税・令和６年度分の個⼈住⺠税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族１⼈につき、

所得税３万円・個⼈住⺠税１万円を控除する。ただし、納税者の合計所得⾦額が 1,805 万円以下である場合に
限る。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１．所得税・個⼈住⺠税の定額減税 

令和６年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除を次により実施する。 
（１）居住者の所得税額から、特別控除の額を控除する。ただし、その者の令和６年分の所得税に係る合計所得

⾦額が 1,805 万円以下である場合に限る。 
（２）特別控除の額は、次の⾦額の合計額とする。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、

所得税額を限度とする。 
① 本⼈ ３万円 
② 同⼀⽣計配偶者⼜は扶養親族（居住者に該当する者に限る。以下「同⼀⽣計配偶者等」という。）１⼈に

つき３万円 
（３）特別控除の実施⽅法は、次による。 

① 給与所得者に係る特別控除の額の控除 
イ 令和６年６⽉１⽇以後最初に⽀払を受ける給与等（賞与を含むものとし、給与所得者の扶養控除等申告
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書の提出の際に経由した給与等の⽀払者が⽀払うものに限る。）につき源泉徴収をされるべき所得税の額
（以下「控除前源泉徴収税額」という。）から特別控除の額に相当する⾦額（当該⾦額が控除前源泉徴収
税額を超える場合には、当該控除前源泉徴収税額に相当する⾦額）を控除する。 

ロ 特別控除の額に相当する⾦額のうち、上記イ及びここに定めるところにより控除をしてもなお控除しき
れない部分の⾦額は、以後令和６年中に⽀払われる当該給与等（同年において最後に⽀払われるものを除
く。）に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。 

（注１）上記イ及びロにより控除する同⼀⽣計配偶者等に係る特別控除の額は、原則として源泉控除対象
配偶者で合計所得⾦額が 48 万円以下である者⼜は扶養親族で居住者に該当する者について算出する。 

（注２）源泉徴収の際の上記イ及びロによる控除は、現⾏の源泉徴収をされるべき額から⾏う。 
（注３）上記イ及びロについて、給与所得者の扶養控除等申告書に記載した事項の異動等により特別控除

の額に異動が⽣ずる場合には、年末調整により調整する。 
ハ 上記イ及びロにより控除された後の所得税額をもって、それぞれの給与等につき源泉徴収をされるべき

所得税の額とする。 
ニ 令和６年分の年末調整の際に、年税額から特別控除の額を控除する。 
ホ 上記イ及びニによる控除について、給与等の⽀払者が同⼀⽣計配偶者等を把握するための措置を講ず

る。 
へ 上記イの給与等の⽀払者は、上記イ⼜はロによる控除をした場合には、⽀払明細書に控除した額を記載

することとする。 
ト 上記イの給与等の⽀払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。 

② 公的年⾦等の受給者に係る特別控除の額の控除 
イ 令和６年６⽉１⽇以後最初に厚⽣労働⼤⾂等から⽀払を受ける公的年⾦等（確定給付企業年⾦法の規定

に基づいて⽀給を受ける年⾦等を除く。）につき源泉徴収をされるべき所得税の額について、上記①イか
らハまで（上記①ロ（注３）を除く。）に準じた取扱いとする。 

（注）上記イについて、公的年⾦等の受給者の扶養親族等申告書に記載した事項の異動等により特別控除
の額に異動が⽣ずる場合には、確定申告により調整する。 

ロ 上記イの公的年⾦等の⽀払者は、源泉徴収票の摘要の欄に控除した額等を記載することとする。 
③ 事業所得者等に係る特別控除の額の控除 

イ 令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額（７⽉）から本⼈分に係る特別控除の額に相当する⾦額
を控除する。 

ロ 特別控除の額に相当する⾦額のうち、第１期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の
⾦額は、第２期分予定納税額（11 ⽉）から控除する。 

（注）予定納税に係る上記イ及びロによる控除は、現⾏の納付すべき額から⾏う。 
ハ 予定納税額の減額の承認の申請により、第１期分予定納税額及び第２期分予定納税額について、同⼀⽣

計配偶者等に係る特別控除の額に相当する⾦額の控除の適⽤を受けることができることとする。 
ニ 上記ハの措置に伴い、令和６年分の所得税に係る第１期分予定納税額の納期を令和６年７⽉１⽇から９

⽉ 30 ⽇までの期間（現⾏：同年７⽉１⽇から同⽉ 31 ⽇までの期間）とするとともに、同年６⽉ 30 ⽇の
現況に係る予定納税額の減額の承認の申請の期限を同年７⽉ 31 ⽇（現⾏：同⽉ 15 ⽇）とする。 

ホ 令和６年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等は、その提出の際に所得税額から特別控
除の額を控除する。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 ストックオプションの利便性向上 
・スタートアップが付与したストックオプションの場合に、年間の権利⾏使価額の限度額を最⼤で 3,600 万円に

引き上げる。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．⾦融・証券税制 

特定の取締役等が受ける新株予約権の⾏使による株式の取得に係る経済的利益の⾮課税等（ストックオプショ
ン税制）について、次の措置を講ずる。 

① 適⽤対象となる新株予約権に係る契約の要件について、「新株予約権を与えられた者と当該新株予約権の
⾏使に係る株式会社との間で締結される⼀定の要件を満たす当該⾏使により交付をされる株式（譲渡制限
株式に限る。）の管理等に関する契約に従って、当該株式会社により当該株式の管理等がされること」との
要件を満たす場合には、「新株予約権の⾏使により取得をする株式につき⾦融商品取引業者等の営業所等に
保管の委託等がされること」との要件を満たすことを不要とする。 

② その年における新株予約権の⾏使に係る権利⾏使価額の限度額について、次のとおりとする。 
イ 設⽴の⽇以後の期間が５年未満の株式会社が付与する新株予約権については、当該限度額を 2,400 万円

（現⾏：1,200 万円）に引き上げる。 
ロ ⼀定の株式会社が付与する新株予約権については、当該限度額を 3,600 万円（現⾏：1,200 万円）に引

き上げる。 
（注）上記の「⼀定の株式会社」とは、設⽴の⽇以後の期間が５年以上 20 年未満である株式会社で、⾦融

商品取引所に上場されている株式等の発⾏者である会社以外の会社⼜は⾦融商品取引所に上場されている
株式等の発⾏者である会社のうち上場等の⽇以後の期間が５年未満であるものをいう。 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 住宅ローン控除の拡充（⼦育て⽀援税制の先⾏対応） 
・住宅ローン控除について、令和６年限りの措置として、⼦育て世帯等に対し、借⼊限度額を、認定住宅は

5,000 万円、ＺＥＨ⽔準省エネ住宅は 4,500 万円、省エネ基準適合住宅は 4,000 万円へと上乗せする。また、
床⾯積要件を緩和する。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
３．⼦育て⽀援に関する政策税制 

住宅借⼊⾦等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずる。 
① 個⼈で、年齢 40 歳未満であって配偶者を有する者、年齢 40 歳以上であって年齢 40 歳未満の配偶者を有

する者⼜は年齢 19 歳未満の扶養親族を有する者（以下「⼦育て特例対象個⼈」という。）が、認定住宅等
の新築若しくは認定住宅等で建築後使⽤されたことのないものの取得⼜は買取再販認定住宅等の取得（以
下「認定住宅等の新築等」という。）をして令和６年１⽉１⽇から同年 12 ⽉ 31 ⽇までの間に居住の⽤に供
した場合の住宅借⼊⾦等の年末残⾼の限度額（借⼊限度額）を次のとおりとして本特例の適⽤ができるこ
ととする。 

住宅の区分 借⼊限度額 
認定住宅 5,000 万円 

ＺＥＨ⽔準省エネ住宅 4,500 万円 
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省エネ基準適合住宅 4,000 万円 
② 認定住宅等の新築⼜は認定住宅等で建築後使⽤されたことのないものの取得に係る床⾯積要件の緩和措置

について、令和６年 12 ⽉ 31 ⽇以前に建築確認を受けた家屋についても適⽤できることとする。 
③ その他所要の措置を講ずる。 
（注１）「認定住宅等」とは、認定住宅、ＺＥＨ⽔準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住

宅」とは、認定⻑期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。以下同じ。 
（注２）「買取再販認定住宅等」とは、認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業者により⼀定の増改

築等が⾏われたものをいう。 
（注３）上記①及び②について、その他の要件等は、現⾏の住宅借⼊⾦等を有する場合の所得税額の特別控

除と同様とする。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 森林環境譲与税に係る譲与基準の⾒直し 
・これまでの譲与税の活⽤実績等を踏まえ、「私有林⼈⼯林⾯積」の譲与割合を 5.5 割（現⾏:５割）、「⼈⼝」の

譲与割合を 2.5 割（現⾏:３割）とする。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
４．その他 

森林環境譲与税の譲与基準について、私有林⼈⼯林⾯積の譲与割合を 100 分の 55（現⾏：10 分の５）とし、
⼈⼝の譲与割合を 100 分の 25（現⾏：10 分の３）とする。 
 
 

■ 資産課税 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 ⼟地に係る固定資産税等の負担調整措置 
・宅地等及び農地の負担調整措置について、令和６年度から令和８年度までの間、商業地等に係る条例減額制度

及び税負担急増⼟地に係る条例減額制度を含め、現⾏の負担調整措置の仕組みを継続する。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１．⼟地に係る固定資産税等の負担調整措置 
（１）⼟地に係る固定資産税の負担調整措置 

① 宅地等及び農地の負担調整措置については、令和６年度から令和８年度までの間、商業地等に係る条例減
額制度及び税負担急増⼟地に係る条例減額制度を含め、現⾏の負担調整措置の仕組みを継続する。 

② 据置年度において簡易な⽅法により価格の下落修正ができる特例措置を継続する。 
③ その他所要の措置を講ずる。 

（２）⼟地に係る都市計画税の負担調整措置 
固定資産税の改正に伴う所要の改正を⾏う。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 法⼈版事業承継税制の特例措置に係る特例承継計画の提出期限の延⻑ 
・法⼈版事業承継税制の特例措置について、特例承継計画の提出期限を２年延⻑する。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．租税特別措置等 

⾮上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度について、特例承継計画の提出期限を２年延⻑す
る。 
 
 

■ 法⼈課税 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 賃上げ促進税制の強化 
・従来の⼤企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置（賃上げ４％以上に対して５％、５％以上に対し

て 10％、７％以上に対して 15％、プラチナくるみんやプラチナえるぼしの認定を受けている場合に５％等）
等の⾒直しを⾏った上、その適⽤期限を３年延⻑する。 

・従来の⼤企業のうち従業員数が 2,000 ⼈以下の法⼈について、３％以上の賃上げを⾏ったときは、その 10％
の税額控除ができる中堅企業向けの措置を加える。この場合において、４％以上の賃上げを⾏ったときは
15％、教育訓練費の増加割合が 10％以上等であるときは５％、プラチナくるみんやえるぼし（３段階⽬）以
上の認定を受けているときは５％を税額控除率に加算する。 

・中⼩企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が
５％以上等である場合に適⽤できることとし、くるみんやえるぼし（２段階⽬）以上の認定を受けた場合に税
額控除率に５％を加算する措置を加え、５年間の繰越控除制度を設けた上、その適⽤期限を３年延⻑する。 

・法⼈事業税付加価値割における雇⽤者給与等⽀給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置につい
て、法⼈税の賃上げ促進税制の⾒直しに合わせ、適⽤要件等の⾒直しを⾏った上、その適⽤期限を３年延⻑す
る。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１．構造的な賃上げの実現 
（１）給与等の⽀給額が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講ずる 
（所得税についても同様とする。）。 

① 全法⼈向けの措置について、次の⾒直しを⾏った上、その適⽤期限を３年延⻑する。 
イ 原則の税額控除率を 10％（現⾏：15％）に引き下げる。 
ロ 税額控除率の上乗せ措置を次の場合の区分に応じそれぞれ次のとおりとする。 

（イ）継続雇⽤者給与等⽀給額の継続雇⽤者⽐較給与等⽀給額に対する増加割合が４％以上である場合税
額控除率に５％（その増加割合が５％以上である場合には 10％とし、その増加割合が７％以上である
場合には 15％とする。）を加算する。 

（ロ）教育訓練費の額の⽐較教育訓練費の額に対する増加割合が 10％以上であり、かつ、教育訓練費の
額が雇⽤者給与等⽀給額の 0.05％以上である場合税額控除率に５％を加算する。 

（ハ）プラチナくるみん認定⼜はプラチナえるぼし認定を受けている場合税額控除率に５％を加算する。 
ハ 本措置の適⽤を受けるために「給与等の⽀給額の引上げの⽅針、取引先との適切な関係の構築の⽅針そ



6 
 

の他の事項」を公表しなければならない者に、常時使⽤する従業員の数が 2,000 ⼈を超えるものを加え
る。 

ニ 本措置の適⽤を受けるために公表すべき「給与等の⽀給額の引上げの⽅針、取引先との適切な関係の構
築の⽅針その他の事項」における取引先に消費税の免税事業者が含まれることを明確化する。 

② ⻘⾊申告書を提出する法⼈で常時使⽤する従業員の数が 2,000 ⼈以下であるもの（その法⼈及びその法⼈
との間にその法⼈による⽀配関係がある法⼈の常時使⽤する従業員の数の合計数が１万⼈を超えるものを
除く。）が、令和６年４⽉１⽇から令和９年３⽉ 31 ⽇までの間に開始する各事業年度において国内雇⽤者
に対して給与等を⽀給する場合において、継続雇⽤者給与等⽀給額の継続雇⽤者⽐較給与等⽀給額に対す
る増加割合が３％以上であるときは、控除対象雇⽤者給与等⽀給増加額の 10％の税額控除ができる措置を
加える。この場合において、継続雇⽤者給与等⽀給額の継続雇⽤者⽐較給与等⽀給額に対する増加割合が
４％以上であるときは、税額控除率に 15％を加算し、教育訓練費の額の⽐較教育訓練費の額に対する増加
割合が 10％以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇⽤者給与等⽀給額の 0.05％以上であるときは、税額控
除率に５％を加算し、当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度
⼜はえるぼし認定（３段階⽬）を受けた事業年度であるときは、税額控除率に５％を加算する。ただし、
控除税額は、当期の法⼈税額の 20％を上限とする。 

（注）資本⾦の額等が 10 億円以上であり、かつ、常時使⽤する従業員の数が 1,000 ⼈以上である場合には、
給与等の⽀給額の引上げの⽅針、取引先との適切な関係の構築の⽅針その他の事項をインターネットを利
⽤する⽅法により公表したことを経済産業⼤⾂に届け出ている場合に限り、適⽤があるものとする。 

③ 中⼩企業向けの措置について、次の⾒直しを⾏い、控除限度超過額は５年間の繰越しができることとした
上、その適⽤期限を３年延⻑する。 
イ 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の額の⽐較教育訓練費の額に対する増

加割合が５％以上であり、かつ、教育訓練費の額が雇⽤者給与等⽀給額の 0.05％以上である場合に税額控
除率に 10％を加算する措置とする。 

ロ 当期がプラチナくるみん認定若しくはプラチナえるぼし認定を受けている事業年度⼜はくるみん認定若
しくはえるぼし認定（２段階⽬以上）を受けた事業年度である場合に税額控除率に５％を加算する措置を
加える。 

（注）繰越税額控除制度は、繰越税額控除をする事業年度において雇⽤者給与等⽀給額が⽐較雇⽤者給与
等⽀給額を超える場合に限り、適⽤できることとする。 

④ 給与等の⽀給額から控除する「給与等に充てるため他の者から⽀払を受ける⾦額」に看護職員処遇改善評
価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。 

⑤ その他所要の措置を講ずる。 
（地⽅税） 
（２）給与等の⽀給額が増加した場合の付加価値割の課税標準からの控除制度について、次の措置を講ずる。 

① 法⼈が、令和６年４⽉１⽇から令和９年３⽉ 31 ⽇までの間に開始する各事業年度において国内雇⽤者に
対して給与等を⽀給する場合において、継続雇⽤者給与等⽀給額の継続雇⽤者⽐較給与等⽀給額に対する
増加割合が３％以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇⽤者給与等⽀給増加額を付加価値割の課
税標準から控除できることとする。 

② 中⼩企業者等が、令和７年４⽉１⽇から令和９年３⽉ 31 ⽇までの間に開始する各事業年度において国内
雇⽤者に対して給与等を⽀給する場合において、雇⽤者給与等⽀給額の⽐較雇⽤者給与等⽀給額に対する
増加割合が 1.5％以上である等の要件を満たすときは、控除対象雇⽤者給与等⽀給増加額を付加価値割の課
税標準から控除できることとする。 

（注）雇⽤安定控除との調整等所要の措置を講ずる。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 中⼩企業事業再編投資損失準備⾦制度の拡充 
・中⼩企業事業再編投資損失準備⾦制度について、複数回のＭ＆Ａを実施する場合において、その株式等の取得

価額に 90％⼜は 100％を乗じた⾦額以下の⾦額を中⼩企業事業再編投資損失準備⾦として積み⽴てたときは、
その積み⽴てた⾦額は、その事業年度において損⾦算⼊できる措置を加える。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
（３）中⼩企業事業再編投資損失準備⾦制度について、産業競争⼒強化法の改正を前提に、⻘⾊申告書を提出す

る法⼈で同法の改正法の施⾏の⽇から令和９年３⽉ 31 ⽇までの間に産業競争⼒強化法の特別事業再編計画
（仮称）の認定を受けた認定特別事業再編事業者（仮称）であるものが、その認定に係る特別事業再編計画に
従って他の法⼈の株式等の取得（購⼊による取得に限る。）をし、かつ、これをその取得の⽇を含む事業年度
終了の⽇まで引き続き有している場合（その株式等の取得価額が 100 億円を超える⾦額⼜は１億円に満たない
⾦額である場合及び⼀定の表明保証保険契約を締結している場合を除く。）において、その株式等の価格の低
落による損失に備えるため、その株式等の取得価額に次の株式等の区分に応じそれぞれ次の割合を乗じた⾦額
以下の⾦額を中⼩企業事業再編投資損失準備⾦として積み⽴てたときは、その積み⽴てた⾦額は、その事業年
度において損⾦算⼊できる措置を加える。 

① その認定に係る特別事業再編計画に従って最初に取得をした株式等 90％ 
② 上記①に掲げるもの以外の株式等 100％ 

この準備⾦は、その株式等の全部⼜は⼀部を有しなくなった場合、その株式等の帳簿価額を減額した場合
等において取り崩すほか、その積み⽴てた事業年度終了の⽇の翌⽇から 10 年を経過した⽇を含む事業年度か
ら５年間でその経過した準備⾦残⾼の均等額を取り崩して、益⾦算⼊する。 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 戦略分野国内⽣産促進税制の創設 
・産業競争⼒強化法（改正を前提）の認定事業適応事業者が、産業競争⼒基盤強化商品⽣産⽤資産の取得等をし

たときは、その認定の⽇以後 10 年以内の⽇を含む各事業年度において、その産業競争⼒基盤強化商品⽣産⽤
資産により⽣産された産業競争⼒基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量
等に応じた⾦額の税額控除ができることとする。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．⽣産性向上・供給⼒強化に向けた国内投資の促進 
（１）戦略分野国内⽣産促進税制の創設 

産業競争⼒強化法の改正を前提に、⻘⾊申告書を提出する法⼈で同法の改正法の施⾏の⽇から令和９年３
⽉ 31 ⽇までの間にされた産業競争⼒強化法の事業適応計画の認定に係る同法の認定事業適応事業者（その事
業適応計画にその計画に従って⾏うエネルギー利⽤環境負荷低減事業適応のための措置として同法の産業競
争⼒基盤強化商品（仮称）の⽣産及び販売を⾏う旨の記載があるものに限る。）であるものが、その事業適応
計画に記載された産業競争⼒基盤強化商品の⽣産をするための設備の新設⼜は増設をする場合において、そ
の新設⼜は増設に係る機械その他の減価償却資産（以下「産業競争⼒基盤強化商品⽣産⽤資産」という。）の
取得等をして、国内にある事業の⽤に供したときは、その認定の⽇以後 10 年以内（以下「対象期間」とい
う。）の⽇を含む各事業年度において、その産業競争⼒基盤強化商品⽣産⽤資産により⽣産された産業競争⼒
基盤強化商品のうちその事業年度の対象期間において販売されたものの数量等に応じた⾦額とその産業競争
⼒基盤強化商品⽣産⽤資産の取得価額を基礎とした⾦額（既に本制度の税額控除の対象となった⾦額を除
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く。）とのうちいずれか少ない⾦額の税額控除ができることとする。ただし、控除税額は、デジタルトランス
フォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額及びカーボンニュートラルに向けた投資促進
税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法⼈税額の 40％（半導体⽣産⽤資産にあっては、
20％）を上限とし、控除限度超過額は４年間（半導体⽣産⽤資産にあっては、３年間）の繰越しができる。 
（注１）上記の「産業競争⼒基盤強化商品」とは、次の商品をいい、数量等に応じた⾦額は、次の産業競争

⼒基盤強化商品の区分に応じ次の⾦額とする。ただし、その産業競争⼒基盤強化商品⽣産⽤資産を事業の
⽤に供した⽇（以下「供⽤⽇」という。）以後７年を経過する⽇の翌⽇からその供⽤⽇以後８年を経過する
⽇までの期間内に販売された産業競争⼒基盤強化商品にあっては次の⾦額の 75％相当額とし、その供⽤⽇
以後８年を経過する⽇の翌⽇からその供⽤⽇以後９年を経過する⽇までの期間内に販売された産業競争⼒
基盤強化商品にあっては次の⾦額の 50％相当額とし、その供⽤⽇以後９年を経過する⽇の翌⽇以後に販売
された産業競争⼒基盤強化商品にあっては次の⾦額の 25％相当額とする。 

① 半導体 次の半導体の区分に応じ１枚（直径 200 ミリメートル換算）当たりそれぞれ次の⾦額 
イ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 28 ナノメートルから 45 ナノメートルまで相当のもの１万

6,000 円 
ロ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 45 ナノメートルから 65 ナノメートルまで相当のもの１万

3,000 円 
ハ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 65 ナノメートルから 90 ナノメートルまで相当のもの１万

1,000 円 
ニ マイコン半導体のうちテクノロジーノード 90 ナノメートル以上相当のもの 7,000 円 
ホ パワー半導体のうちウエハーが主としてけい素で構成されるもの 6,000 円 
ヘ パワー半導体のうちウエハーが主として炭化けい素⼜は窒化ガリウムで構成されるもの２万 9,000 円 
ト アナログ半導体のうちイメージセンサー１万 8,000 円 
チ その他のアナログ半導体 4,000 円 

② 電動⾞１台当たり 20 万円（軽⾃動⾞でない電気⾃動⾞及び燃料電池⾃動⾞にあっては、40 万円） 
③ 鉄鋼１トン当たり２万円 
④ 基礎化学品１トン当たり５万円 
⑤ 航空機燃料１リットル当たり 30 円 
（注２）上記の「産業競争⼒基盤強化商品⽣産⽤資産の取得価額を基礎とした⾦額」は、その産業競争⼒基

盤強化商品⽣産⽤資産及びこれとともにその産業競争⼒基盤強化商品を⽣産するために直接⼜は間接に使
⽤する減価償却資産に係る投資額の合計額として事業適応計画に記載された⾦額とする。 

（注３）所得の⾦額が前期の所得の⾦額を超える⼀定の事業年度で、かつ、次のいずれにも該当しない事業
年度においては、本制度（繰越税額控除制度を除く。）を適⽤しないこととする。 

① 継続雇⽤者給与等⽀給額の継続雇⽤者⽐較給与等⽀給額に対する増加割合が１％以上であること。 
② 国内設備投資額が当期償却費総額の 40％を超えること。 
（注４）半導体⽣産⽤資産に係る控除税額を除き、本制度による控除税額は、地⽅法⼈税の課税標準となる

法⼈税額から控除しない。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 イノベーションボックス税制の創設 
・国内で⾃ら研究開発した知的財産権（特許権、ＡＩ関連のプログラムの著作権）から⽣ずる譲渡所得、ライセ

ンス所得のうち、最⼤ 30％の⾦額について、その事業年度において損⾦算⼊できることとする。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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（２）イノベーションボックス税制の創設 

⻘⾊申告書を提出する法⼈が、令和７年４⽉１⽇から令和 14 年３⽉ 31 ⽇までの間に開始する各事業年度
において居住者若しくは内国法⼈（関連者であるものを除く。）に対する特定特許権等の譲渡⼜は他の者（関
連者であるものを除く。）に対する特定特許権等の貸付け（以下「特許権譲渡等取引」という。）を⾏った場
合には、次の⾦額のうちいずれか少ない⾦額の 30％に相当する⾦額は、その事業年度において損⾦算⼊でき
ることとする。 
① その事業年度において⾏った特許権譲渡等取引ごとに、次のイの⾦額に次のロの⾦額のうちに次のハの⾦

額の占める割合を乗じた⾦額を合計した⾦額 
イ その特許権譲渡等取引に係る所得の⾦額 
ロ 当期及び前期以前（令和７年４⽉１⽇以後に開始する事業年度に限る。）において⽣じた研究開発費の

額のうち、その特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に係る⾦額の合計額 
ハ 上記ロの⾦額に含まれる適格研究開発費の額の合計額 

② 当期の所得の⾦額 
（注１）上記の「関連者」は、移転価格税制における関連者と同様の基準により判定する。 
（注２）上記の「特定特許権等」とは、令和６年４⽉１⽇以後に取得⼜は製作をした特許権及び⼈⼯知能関

連技術を活⽤したプログラムの著作権で、⼀定のものをいう。 
（注３）特定特許権等の貸付けには、特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使⽤さ

せる⾏為を含む。 
（注４）上記の「研究開発費の額」とは、研究開発費等に係る会計基準における研究開発費の額に⼀定の調

整を加えた⾦額をいう。 
（注５）上記の「適格研究開発費の額」とは、研究開発費の額のうち、特定特許権等の取得費及び⽀払ライ

センス料、国外関連者に対する委託試験研究費並びに国外事業所等を通じて⾏う事業に係る研究開発費の
額以外のものをいう。 

（注６）令和９年４⽉１⽇前に開始する事業年度において、当期において⾏った特許権譲渡等取引に係る特
定特許権等のうちに令和７年４⽉１⽇以後最初に開始する事業年度開始の⽇前に開始した研究開発に直接
関連するものがある場合には、上記①の⾦額は、次の①の⾦額に次の②の⾦額のうちに次の③の⾦額の占
める割合を乗じた⾦額とする。 

① 当期において⾏った特許権譲渡等取引に係る所得の⾦額の合計額 
② 当期、前期及び前々期において⽣じた研究開発費の額の合計額 
③ 上記②の⾦額に含まれる適格研究開発費の額の合計額 
（注７）本制度の適⽤において、法⼈が関連者に対して⽀払う特定特許権等の取得費⼜はライセンス料が独

⽴企業間価格に満たない場合には、独⽴企業間価格によることとし、国内の関連者に対してこれらの費⽤
を⽀払う場合には、所要の書類を作成し、税務当局からの求めがあった場合には遅滞なく提⽰し、⼜は提
出しなければならないこととする。また、更正期限を延⻑する特例、同業者に対する質問検査権、書類の
提⽰⼜は提出がない場合の推定課税その他所要の措置を講ずる。 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税からの除外 
・譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、原価法または時価法のう

ちその法⼈が選定した評価⽅法により計算した⾦額とするほか、所要の措置を講ずる。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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（３）法⼈が有する市場暗号資産に該当する暗号資産で譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資

産の期末における評価額は、次のいずれかの評価⽅法のうちその法⼈が選定した評価⽅法（⾃⼰の発⾏する暗
号資産でその発⾏の時から継続して保有するものにあっては、次の①の評価⽅法）により計算した⾦額とする
ほか、所要の措置を講ずる。 

① 原価法 
② 時価法 
（注１）上記の「譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産」とは、次の要件に該当する暗

号資産をいう。 
① 他の者に移転できないようにする技術的措置がとられていること等その暗号資産の譲渡についての⼀定の

制限が付されていること。 
② 上記①の制限が付されていることを認定資⾦決済事業者協会において公表させるため、その暗号資産を有

する者等が上記①の制限が付されている旨の暗号資産交換業者に対する通知等をしていること。 
（注２）上記の評価⽅法は、譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の種類ごとに選定

し、その暗号資産を取得した⽇の属する事業年度に係る確定申告書の提出期限までに納税地の所轄税務署
⻑に届け出なければならないこととする。なお、評価⽅法を選定しなかった場合には、原価法（上記①の
評価⽅法）により計算した⾦額をその暗号資産の期末における評価額とする。 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 交際費から除外される飲⾷費に係る⾒直し 
・交際費等の損⾦不算⼊制度について、損⾦不算⼊となる交際費等の範囲から除外される⼀定の飲⾷費に係る⾦

額基準を１⼈当たり 5,000 円以下から１万円以下に引き上げることとした上、その適⽤期限を３年延⻑する。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
３．地域・中⼩企業の活性化 
（１）交際費等の損⾦不算⼊制度について、次の措置を講じた上、その適⽤期限を３年延⻑する。 

① 損⾦不算⼊となる交際費等の範囲から除外される⼀定の飲⾷費に係る⾦額基準を１⼈当たり１万円以下
（現⾏：5,000 円以下）に引き上げる。 

② 接待飲⾷費に係る損⾦算⼊の特例及び中⼩法⼈に係る損⾦算⼊の特例の適⽤期限を３年延⻑する。 
（注）上記①の改正は、令和６年４⽉１⽇以後に⽀出する飲⾷費について適⽤する。 

 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 外形標準課税の適⽤対象法⼈の⾒直し 
・外形標準課税の対象法⼈について、現⾏基準を維持した上で、当分の間、前事業年度に外形標準課税の対象で

あった法⼈であって、当該事業年度に資本⾦１億円以下で、資本⾦と資本剰余⾦の合計額が 10 億円を超える
ものは、外形標準課税の対象とする。 

・資本⾦と資本剰余⾦の合計額が 50 億円を超える法⼈等の 100％⼦法⼈等のうち、資本⾦が１億円以下で、資
本⾦と資本剰余⾦の合計額が２億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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（地⽅税） 
（２）外形標準課税 

① 減資への対応 
イ 外形標準課税の対象法⼈について、現⾏基準（資本⾦⼜は出資⾦（以下単に「資本⾦」という。）１億

円超）を維持する。ただし、当分の間、当該事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象であった法⼈で
あって、当該事業年度に資本⾦１億円以下で、資本⾦と資本剰余⾦（これに類するものを含む。以下単に
「資本剰余⾦」という。）の合計額（以下「資本⾦と資本剰余⾦の合計額」という。）が 10 億円を超える
ものは、外形標準課税の対象とする。 

ロ 施⾏⽇以後最初に開始する事業年度については、上記イにかかわらず、公布⽇を含む事業年度の前事業
年度（公布⽇の前⽇に資本⾦が１億円以下となっていた場合には、公布⽇以後最初に終了する事業年度）
に外形標準課税の対象であった法⼈であって、当該施⾏⽇以後最初に開始する事業年度に資本⾦１億円以
下で、資本⾦と資本剰余⾦の合計額が 10 億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。 

ハ その他所要の措置を講ずる。 
（注）上記の改正は、令和７年４⽉１⽇に施⾏し、同⽇以後に開始する事業年度から適⽤する。 

② 100％⼦法⼈等への対応 
イ 資本⾦と資本剰余⾦の合計額が 50 億円を超える法⼈（当該法⼈が⾮課税⼜は所得割のみで課税される

法⼈等である場合を除く。）⼜は相互会社・外国相互会社（以下「特定法⼈」という。）の 100％⼦法⼈等
のうち、当該事業年度末⽇の資本⾦が１億円以下で、資本⾦と資本剰余⾦の合計額（公布⽇以後に、当該
100％⼦法⼈等がその 100％親法⼈等に対して資本剰余⾦から配当を⾏った場合においては、当該配当に
相当する額を加算した⾦額）が２億円を超えるものは、外形標準課税の対象とする。 

（注）上記の「100％⼦法⼈等」とは、特定法⼈との間に当該特定法⼈による法⼈税法に規定する完全⽀配
関係がある法⼈及び 100％グループ内の複数の特定法⼈に発⾏済株式等の全部を保有されている法⼈をい
う。 

ロ 産業競争⼒強化法の改正を前提に、令和９年３⽉ 31 ⽇までの間に同法の特別事業再編計画（仮称）の
認定を受けた認定特別事業再編事業者（仮称）が、当該認定を受けた計画に従って⾏う⼀定の特別事業再
編（仮称）のための措置として他の法⼈の株式等の取得、株式交付⼜は株式交換を通じて当該他の法⼈を
買収し、その買収（⼀定のものに限る。）の⽇以降も引き続き株式等を有している場合には、当該他の法
⼈（当該認定特別事業再編事業者（仮称）が当該計画の認定を受ける前５年以内に買収した法⼈を含む。
以下「他の法⼈等」という。）が⾏う事業に対する法⼈事業税については、当該買収の⽇の属する事業年
度からその買収の⽇以後５年を経過する⽇の属する事業年度までの各事業年度においては、外形標準課税
の対象外とする。ただし、当該他の法⼈等が、現⾏基準（資本⾦１億円超）⼜は上記①により外形標準課
税の対象である場合は、特例措置の対象から除外する。 

ハ 上記イにより、新たに外形標準課税の対象となる法⼈について、外形標準課税の対象となったことによ
り、従来の課税⽅式で計算した税額を超えることとなる額のうち、次に定める額を、当該事業年度に係る
法⼈事業税額から控除する措置を講ずる。 
（イ）令和８年４⽉１⽇から令和９年３⽉ 31 ⽇までの間に開始する事業年度 当該超える額に３分の２

の割合を乗じた額 
（ロ）令和９年４⽉１⽇から令和 10 年３⽉ 31 ⽇までの間に開始する事業年度 当該超える額に３分の１

の割合を乗じた額 
ニ その他所要の措置を講ずる。 
（注）上記の改正は、令和８年４⽉１⽇に施⾏し、同⽇以後に開始する事業年度から適⽤する。 
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■ 消費課税 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 プラットフォーム課税の導⼊ 
・国外事業者がデジタルプラットフォームを介して国内向けに⾏うデジタルサービスについて、国外事業者の取

引⾼が 50 億円超のプラットフォーム事業者を対象に、プラットフォーム事業者に消費税の納税義務を課す制
度を導⼊する。 

・あわせて、国外事業者により⾏われる事業者免税点制度や簡易課税制度を利⽤した租税回避を防⽌するため、
必要な制度の⾒直しを⾏う。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１．国外事業者に係る消費税の課税の適正化 
（１）プラットフォーム課税の導⼊ 

① 国外事業者がデジタルプラットフォームを介して⾏う電気通信利⽤役務の提供（事業者向け電気通信利⽤
役務の提供に該当するものを除く。以下同じ。）のうち、下記②の指定を受けたプラットフォーム事業者
（以下「特定プラットフォーム事業者」という。）を介してその対価を収受するものについては、特定プラ
ットフォーム事業者が⾏ったものとみなす。 

② 国税庁⻑官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において上記①の対象となるべき電気通信利⽤役
務の提供に係る対価の額の合計額が 50 億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラッ
トフォーム事業者として指定する。 

③ 上記②の要件に該当する者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、その旨を国税庁⻑官に
届け出なければならない。 

④ 国税庁⻑官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対し
てその旨を通知するとともに、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称
等についてインターネットを通じて速やかに公表するものとし、指定を受けた特定プラットフォーム事業
者は、上記①の対象となる国外事業者に対してその旨を通知するものとする。 

⑤ 特定プラットフォーム事業者は、確定申告書に上記①の対象となる⾦額等を記載した明細書を添付するも
のとする。 

⑥ その他所要の措置を講ずる。 
（注）上記の改正は、令和７年４⽉１⽇以後に⾏われる電気通信利⽤役務の提供について適⽤することと

し、特定プラットフォーム事業者の指定制度に係る事前の指定及び届出については、所要の経過措置を講
ずる。 

（２）事業者免税点制度の特例の⾒直し 
① 特定期間における課税売上⾼による納税義務の免除の特例について、課税売上⾼に代わり適⽤可能とされ

ている給与⽀払額による判定の対象から国外事業者を除外する。 
② 資本⾦ 1,000 万円以上の新設法⼈に対する納税義務の免除の特例について、外国法⼈は基準期間を有する

場合であっても、国内における事業の開始時に本特例の適⽤の判定を⾏う。 
③ 資本⾦ 1,000 万円未満の特定新規設⽴法⼈に対する納税義務の免除の特例について、本特例の対象となる

特定新規設⽴法⼈の範囲に、その事業者の国外分を含む収⼊⾦額が 50 億円超である者が直接⼜は間接に⽀
配する法⼈を設⽴した場合のその法⼈を加えるほか、上記②と同様の措置を講ずる。 

（注）上記の改正は、令和６年 10 ⽉１⽇以後に開始する課税期間から適⽤する。 
（３）簡易課税制度等の⾒直し 
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その課税期間の初⽇において所得税法⼜は法⼈税法上の恒久的施設を有しない国外事業者については、簡
易課税制度の適⽤を認めないこととする。また、適格請求書発⾏事業者となる⼩規模事業者に係る税額控除
に関する経過措置の適⽤についても同様とする。 
（注）上記の改正は、令和６年 10 ⽉１⽇以後に開始する課税期間から適⽤する。 
 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 外国⼈旅⾏者向け免税制度（輸出物品販売場制度）の⾒直し 
・外国⼈旅⾏者向け免税制度については、制度が不正に利⽤されている現状を踏まえ、出国時に税関において免

税購⼊物品の持ち出しが確認された場合に免税販売が成⽴する制度へ⾒直す。制度の詳細については、外国⼈
旅⾏者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に⼗分配慮しつつ、空港等での混雑防⽌の確保を前提とし
て、令和７年度税制改正において結論を得る。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．外国⼈旅⾏者向け免税制度（輸出物品販売場制度）の抜本的な⾒直し 

外国⼈旅⾏者向け免税制度については、制度が不正に利⽤されている現状を踏まえ、免税販売の要件として、
新たに政府の免税販売管理システムを通じて取得した税関確認情報（仮称）の保存を求めることとし、外国⼈旅
⾏者の利便性の向上や免税店の事務負担の軽減に⼗分配慮しつつ、空港等での混雑防⽌の確保を前提として、令
和７年度税制改正において、制度の詳細について結論を得る。 
（注）上記の「税関確認情報（仮称）」とは、免税店で免税購⼊対象者が免税購⼊した物品を税関⻑が国外に持

ち出すことを確認した旨の情報をいう。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 航空機燃料譲与税に係る譲与基準の⾒直し 
・着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量×着陸回数（延べ重量）」及び「旅客数」を⽤いる。

また、延べ重量及び旅客数については、空港対策に関する財政需要との対応性を考慮し、必要な減額・増額補
正を⾏う。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
３．その他 
（地⽅税）〈航空機燃料譲与税〉 

航空機燃料譲与税の譲与基準について、次の⾒直しを⾏う。 
① 着陸料に代えて、新たな譲与基準として「航空機の重量×着陸回数」（以下「延べ重量」という。）及び旅

客数を⽤いる。 
② 各譲与基準に基づく譲与割合は、延べ重量４分の１、旅客数４分の１、騒⾳世帯数２分の１（現⾏：着陸

料２分の１、騒⾳世帯数２分の１）とする。 
③ 譲与基準として⽤いる延べ重量については、次のとおり補正する。 

万 t 超 万 t 以下 補正率 
 4.0 1.50 

4.0 20.0 1.25 
20.0 100.0 1.00 
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100.0 500.0 0.75 
500.0 2,500.0 0.50 

2,500.0  0.25 
④ 譲与基準として⽤いる旅客数については、次のとおり補正する。 

万⼈超 万⼈以下 補正率 
 12.0 1.50 

12.0 60.0 1.25 
60.0 300.0 1.00 

300.0 1,500.0 0.75 
1,500.0 7,500.0 0.50 
7,500.0  0.25 

⑤ 次のとおり激変緩和措置を講ずる。 
 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 令和 10 年度 

以降 
着陸料割 40/100 30/100 20/100 10/100 0/100 

延べ重量割 5/100 10/100 15/100 20/100 25/100 
旅客数割 5/100 10/100 15/100 20/100 25/100 

騒⾳世帯数割   50/100   
（注）令和６年度以後の年度分の着陸料割は、令和５年度３⽉譲与時期の譲与額の計算に⽤いた着陸料の収

⼊額を⽤いて算定する。 
⑥ その他所要の措置を講ずる。 

 

 

■ 国際課税 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 グローバル・ミニマム課税への対応 
・令和５年度税制改正で法制化した所得合算ルール（ＩＩＲ：Income Inclusion Rule）について、経済協⼒開発

機構（ＯＥＣＤ）によるガイダンスや国際的な議論の内容を踏まえた制度の明確化等の観点からの⾒直しを⾏
う。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１．外国⼦会社合算税制等の⾒直し 
（１）内国法⼈の外国関係会社に係る所得の課税の特例（いわゆる「外国⼦会社合算税制」）におけるペーパ

ー・カンパニー特例に係る収⼊割合要件について、外国関係会社の事業年度に係る収⼊等がない場合には、そ
の事業年度における収⼊割合要件の判定を不要とする。 

（２）居住者に係る外国⼦会社合算税制及び特殊関係株主等である内国法⼈に係る外国関係法⼈に係る所得の課
税の特例等の関連制度につき、上記（1）と同様の⾒直しを⾏う。 

 

  



15 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 ⾮居住者に係る暗号資産等取引情報の⾃動的交換のための報告制度の整備等 
・ＯＥＣＤにおいて策定された暗号資産等報告枠組み（ＣＡＲＦ：Crypto-Asset Reporting Framework）に基づ

き、租税条約等により各国税務当局と⾃動的に交換するため、国内の暗号資産取引業者等に対し⾮居住者の暗
号資産に係る取引情報等を税務当局に報告することを義務付ける制度を整備する。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．⾮居住者に係る暗号資産等取引情報の⾃動的交換のための報告制度の整備等 
（１）⾮居住者に係る暗号資産等取引情報の⾃動的交換のための報告制度の整備 

① 令和８年１⽉１⽇以後に報告暗号資産交換業者等との間でその営業所等を通じて暗号資産等取引を⾏う者
は、当該暗号資産等取引を⾏う際（令和７年 12 ⽉ 31 ⽇において報告暗号資産交換業者等との間でその営
業所等を通じて暗号資産等取引を⾏っている者にあっては、令和８年 12 ⽉ 31 ⽇までに）、その者（その者
が特定法⼈である場合には、当該特定法⼈及びその実質的⽀配者等。（1）において「特定対象者」とい
う。）の⽒名⼜は名称、住所⼜は本店等の所在地、居住地国、居住地国が外国の場合にあっては当該居住地
国における納税者番号その他必要な事項を記載した届出書を、当該報告暗号資産交換業者等の営業所等の
⻑に提出しなければならない。 

（注１）上記の「報告暗号資産交換業者等」とは、暗号資産交換業者、電⼦決済⼿段等取引業者（電⼦決済
⼿段を発⾏する者を含む。）及び⾦融商品取引業者のうち⼀定のものをいう。 

（注２）上記の「暗号資産等取引」とは、暗号資産等（暗号資産、資⾦決済に関する法律第２条第５項第４
号に掲げる電⼦決済⼿段⼜は⼀定の電⼦記録移転有価証券表⽰権利等をいう。３において同じ。）の売買、
暗号資産等と他の暗号資産等との交換若しくはこれらの⾏為の媒介等⼜は暗号資産等の移転若しくは受⼊
れに係る契約の締結をいう。 

（注３）届出書に記載すべき事項は、電磁的⽅法による提供も可能とする（下記②の異動届出書についても
同様とする。）。 

（注４）報告暗号資産交換業者等の営業所等の⻑は、届出書に記載されている事項を確認しなければならな
い（下記②の異動届出書についても同様とする。）。 

② 上記①の届出書を提出した者は、居住地国等について異動を⽣じた場合には、異動後の居住地国その他必
要な事項を記載した届出書（（1）において「異動届出書」という。）を、異動を⽣じた⽇等から３⽉を経過
する⽇までに、報告暗号資産交換業者等の営業所等の⻑に提出しなければならない。当該異動届出書の提
出をした後、再び異動を⽣じた場合についても、同様とする。 

③ 報告暗号資産交換業者等は、上記①の届出書⼜は異動届出書（（1）において「届出書等」という。）に記
載された事項のうち居住地国等と異なることを⽰す⼀定の情報を取得した場合には、その取得の⽇から３
⽉を経過する⽇までに、当該届出書等を提出した者に対し異動届出書の提出の要求をし、その提出がなか
ったときは、当該情報に基づき住所等所在地国と認められる国⼜は地域の特定をしなければならない。当
該要求⼜は特定後に再びそのような情報を取得した場合についても、同様とする。 

④ 報告暗号資産交換業者等は、その年の 12 ⽉ 31 ⽇において、当該報告暗号資産交換業者等の営業所等を
通じて暗号資産等取引を⾏った者（外国⾦融商品取引所において上場されている法⼈等を除く。）が報告対
象契約を締結している場合には、特定対象者の⽒名⼜は名称、住所⼜は本店等の所在地、居住地国等及び
居住地国等が外国の場合にあっては当該居住地国等における納税者番号、暗号資産等の売買等に係る暗号
資産等の種類ごとに、暗号資産等の名称並びに暗号資産等の売買の対価の額の合計額、総数量及び件数そ
の他必要な事項（（1）において「報告事項」という。）を、その年の翌年４⽉ 30 ⽇までに、電⼦情報処理
組織を使⽤する⽅法（e-Tax）⼜は光ディスク等の記録⽤の媒体を提出する⽅法により、当該報告暗号資産
交換業者等の本店等の所在地の所轄税務署⻑に提供しなければならない。 
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（注）上記の「報告対象契約」とは、暗号資産等取引に係る契約のうち次に掲げる者のいずれかが締結して
いるものをいう。 
イ 租税条約等の相⼿国等のうち⼀定の国⼜は地域（ロにおいて「報告対象国」という。）を居住地国等と

する者（ロにおいて「報告対象者」という。） 
ロ 報告対象国以外の国⼜は地域を居住地国等とする特定法⼈で、その実質的⽀配者が報告対象者であるも

の 
⑤ 報告暗号資産交換業者等は、特定対象者の居住地国等に関する事項その他必要な事項に関する記録を作成

し、保存しなければならない。 
⑥ 届出書等の不提出若しくは虚偽記載⼜は報告事項の不提供若しくは虚偽記載等に対する罰則を設けるほ

か、報告制度の実効性を確保するための所要の措置を講ずる。 
⑦ 外国居住者等に係る暗号資産等取引情報の⾃動的な提供のための報告制度を整備する。 
⑧ その他所要の措置を講ずる。 

 
 

■ 納税環境整備 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 ＧビズＩＤとの連携による e-Tax の利便性の向上 
・法⼈が、ＧビズＩＤ（⼀定の認証レベルを有するものに限る。）を⽤いて e-Tax により申請等を⾏う場合に

は、その申請等を⾏う際の電⼦署名等を要しないこととする。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
１．ＧビズＩＤとの連携による e-Tax の利便性の向上 

所要の法令改正等を前提に、法⼈が、ＧビズＩＤ（法⼈共通認証基盤）（⼀定の認証レベルを有するものに限
る。）を⼊⼒して、電⼦情報処理組織を使⽤する⽅法（e-Tax）により申請等⼜は国税の納付を⾏う場合には、
その申請等を⾏う際の識別符号及び暗証符号の⼊⼒、電⼦署名並びにその電⼦署名に係る電⼦証明書の送信⼜は
その国税の納付を⾏う際の識別符号及び暗証符号の⼊⼒を要しないこととする。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 更正の請求に係る隠蔽・仮装⾏為に対する重加算税制度の整備 
・隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を重加算税の適⽤対象に加える。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．隠蔽し、⼜は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度の整備 

過少申告加算税⼜は無申告加算税に代えて課される重加算税の適⽤対象に、隠蔽し、⼜は仮装された事実に基
づき更正請求書を提出していた場合を加える。 
（注１）上記の改正は、令和７年１⽉１⽇以後に法定申告期限等が到来する国税について適⽤する。 
（注２）偽りその他不正の⾏為により国税を免れた場合等に、延滞税の計算期間から⼀定の期間を控除する特例

が不適⽤となる措置について、隠蔽し、⼜は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた⼀定の場合が
対象となることを明確化する運⽤上の対応を⾏う。 
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 不正申告を⾏った株式会社の役員等に対する徴収⼿続の整備 
・偽りその他不正の⾏為により国税を免れた株式会社の役員等（株式会社の発⾏済株式の 50％超を有し、偽り

その他不正の⾏為をした者等に限る。）は、株式会社等から徴収不⾜となるときに限り、株式会社等から移転
した⼀定の財産の価額を限度として、その国税の第⼆次納税義務を負うこととする。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
３．偽りその他不正の⾏為により国税を免れた株式会社の役員等の第⼆次納税義務の整備 

偽りその他不正の⾏為により国税を免れ、⼜は国税の還付を受けた株式会社、合資会社⼜は合同会社がその国
税（その附帯税を含む。）を納付していない場合において、徴収不⾜であると認められるときは、その偽りその
他不正の⾏為をしたその株式会社の役員⼜はその合資会社若しくは合同会社の業務を執⾏する有限責任社員（そ
の役員等を判定の基礎となる株主等として選定した場合にその株式会社、合資会社⼜は合同会社が被⽀配会社に
該当する場合におけるその役員等に限る。）は、その偽りその他不正の⾏為により免れ、若しくは還付を受けた
国税の額⼜はその株式会社、合資会社若しくは合同会社の財産のうち、その役員等が移転を受けたもの及びその
役員等が移転をしたもの（通常の取引の条件に従って⾏われたと認められる⼀定の取引として移転をしたものを
除く。）の価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第⼆次納税義務を負うこととする。 
（注１）上記の「被⽀配会社」とは、１株主グループの所有株式数が会社の発⾏済株式の 50％を超える場合等

におけるその会社をいう。 
（注２）上記の改正は、令和７年１⽉１⽇以後に滞納となった⼀定の国税について適⽤する。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 地⽅公⾦に係る eLTAX 経由での納付 
・eLTAX（地⽅税のオンライン⼿続のためのシステム）を通じた電⼦納付の対象に地⽅税以外の地⽅公⾦を追

加することとし、地⽅税共同機構の業務に公⾦収納事務を追加する。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
４．地⽅公⾦に係る eLTAX 経由での納付 
（地⽅税） 

eLTAX（地⽅税のオンライン⼿続のためのシステム）を通じた電⼦納付の対象に地⽅税以外の地⽅公⾦を追加
することとし、地⽅⾃治法の改正に併せて、地⽅税共同機構の業務に公⾦収納事務を追加する措置を講ずる。 
（注）上記の改正は、地⽅⾃治法の⼀部を改正する法律（仮称）の施⾏の⽇から適⽤する。 
 
 

■ 関税 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 暫定税率等の適⽤期限の延⻑等 
・令和５年度末に適⽤期限の到来する暫定税率（411 品⽬）の適⽤期限を１年延⻑する等の措置を講ずる。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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１．暫定税率等の適⽤期限の延⻑等 
（１）令和６年３⽉ 31 ⽇に適⽤期限の到来する暫定税率（411 品⽬）及び特別緊急関税制度について、令和７

年３⽉ 31 ⽇まで適⽤期限の延⻑を⾏う。 
（２）加糖調製品（５品⽬）について、国内産糖への⽀援の原資となる調整⾦の拡⼤のため、次のとおり暫定税

率の引下げを⾏う。 
関税率表番号 主な品名 現 ⾏ 改正案 

1806.10-1 ココア粉 21.7％ 20.4％ 
1806.20-2-(1)-Ｂ ココアの調製品 21.9％ 20.9％ 
1901.90-2-(1)-Ａ-(b) ミルクの調製品 23.4％ 22.3％ 
2106.10-2-(1)-Ｂ たんぱく質濃縮物 9.6％ 7.7％ 
2106.90-2-(2)-Ｅ-(a)- 
ハ-(ロ)-Ⅲ-(Ⅰ) 

乳糖を含有する調製⾷料品 23.4％ 22.3％ 

（３）ポリ塩化ビニル製使い捨て⼿袋について、暫定税率を廃⽌する。 
（４）令和６年３⽉ 31 ⽇に適⽤期限の到来する沖縄に係る特例措置（特定免税店制度）について、令和９年３

⽉ 31 ⽇まで適⽤期限の延⻑を⾏う。 
 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
【POINT】 輸⼊⼿続の利便性向上 
・特例輸⼊者による特例申告の納期限延⻑において必須とされている担保について、関税の保全のために必要が

あると認められる場合にのみ提供を求めることとする。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２．輸⼊⼿続の利便性向上 

特例輸⼊者による特例申告の納期限延⻑において必須とされている担保について、関税の保全のために必要が
あると認められる場合にのみ提供を求めることとする。 
 
 
 

■ 扶養控除等の⾒直し 
 

児童⼿当については、所得制限が撤廃されるとともに、⽀給期間について⾼校⽣年代まで延⻑されることとな
る。 

これを踏まえ、16 歳から 18 歳までの扶養控除について、15 歳以下の取扱いとのバランスを踏まえつつ、⾼校
⽣年代は⼦育て世帯において教育費等の⽀出がかさむ時期であることに鑑み、現⾏の⼀般部分（国税 38 万円、
地⽅税 33 万円）に代えて、かつて⾼校実質無償化に伴い廃⽌された特定扶養親族に対する控除の上乗せ部分
（国税 25 万円、地⽅税 12 万円）を復元し、⾼校⽣年代に⽀給される児童⼿当と合わせ、全ての⼦育て世帯に
対する実質的な⽀援を拡充しつつ、所得階層間の⽀援の平準化を図ることを⽬指す。 

さらに、扶養控除の⾒直しにより、課税総所得⾦額や税額等が変化することで、所得税⼜は個⼈住⺠税におけ
るこれらの⾦額等を活⽤している社会保障制度や教育等の給付や負担の⽔準に関して不利益が⽣じないよう、当
該制度等の所管府省において適切な措置を講じるとともに、独⾃に事業を実施している地⽅公共団体においても
適切な措置が講じられるようにする必要がある。 
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具体的には、各府省庁において、今回の扶養控除の⾒直しにより影響を受ける所管制度等を網羅的に把握し、
課税総所得⾦額や税額等が変化することによる各制度上の不利益が⽣じないよう適切な対応を⾏うとともに、各
地⽅公共団体において独⾃に実施している事業についても同様に適切な対応を⾏うよう周知するなど所要の対応
を⾏う必要がある。 

扶養控除の⾒直しについては、令和７年度税制改正において、これらの状況等を確認することを前提に、令和
６年 10 ⽉からの児童⼿当の⽀給期間の延⻑が満年度化した後の令和８年分以降の所得税と令和９年度分以降の
個⼈住⺠税の適⽤について結論を得る。 

ひとり親控除について、とりわけ困難な境遇に置かれているひとり親の⾃⽴⽀援を進める観点から、対象とな
るひとり親の所得要件について、現⾏の合計所得⾦額 500 万円以下を 1,000 万円以下に引き上げる。 

また、ひとり親の⼦育てにかかる負担の状況を踏まえ、ひとり親控除の所得税の控除額について、現⾏の 35
万円を 38 万円に引き上げる。合わせて、個⼈住⺠税の控除額について、現⾏の 30 万円を 33 万円に引き上げ
る。 

こうした⾒直しについて、令和８年分以降の所得税と令和９年度分以降の個⼈住⺠税の適⽤について扶養控除
の⾒直しと合わせて結論を得る。 
 
 

■ 防衛⼒強化に係る財源確保のための税制措置 
 

防衛⼒強化に係る財源確保のための税制措置については、令和５年度税制改正⼤綱に則って取り組む。なお、
たばこ税については、加熱式たばこと紙巻たばことの間で税負担の不公平が⽣じている。同種・同等のものには
同様の負担を求める消費課税の基本的考え⽅に沿って税負担差を解消することとし、この課税の適正化による増
収を防衛財源に活⽤する。その上で、国税のたばこ税率を引き上げることとし、課税の適正化による増収と合わ
せ、３円／１本相当の財源を確保することとする。 

あわせて、令和５年度税制改正⼤綱及び上記の基本的⽅向性により検討を加え、その結果に基づいて適当な時
期に必要な法制上の措置を講ずる趣旨を令和６年度の税制改正に関する法律の附則において明らかにするものと
する。 
 
 

以上 
 


